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平成２５年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第２日） 

○開会期日  平成２５年３月１２日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１１名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  大 石 哲 雄 

       ５番  畑 山   豊        ６番  奥 田   誠 

       ７番  沖 田 公 子        ８番  榎 本   敏 

       ９番  木 本 眞 次       １１番  吉 田 盛 彦 

      １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文   局 長 補 佐 十 河 貴 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 長  梅 本 昭二三   会計管理者  和 田 精 之  

総務政策課長 
 

山 本 敏 章   
総務政策課
企 画 員

 
植 本   亮  

総務政策課 
企 画 員 

 
森 岡 真 輝   

総務政策課
企 画 員

 
水 口 和 洋  

総務政策課 
企 画 員 

 
山 本 剛 士   住民生活課長

 
薮 内 博 文  

住民生活課 
企 画 員 

 
原   宗 男   

住民生活課
企 画 員

 
坂 本   厳  

税 務 課 長 
 

笠 松 眞 年   税務課企画員
 

平 田 敏 隆  
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税務課企画員 
 

橋 本 秀 行   産業建設課長
 

植 本 敏 雄  

産業建設課 
企 画 員 

 
菅 谷 雄 二   

産業建設課
企 画 員

 
三 栖 啓 功  

上下水道課長 福 田 睦 巳   
上下水道課
企 画 員

川 口 孝 志  

上下水道課 
企 画 員 

谷 本 芳 朋   
教 育 委 員 会
総 務 課 長

家 高 英 宏  

教 育 委 員 会 
生涯学習課長 

山 崎 一 光     

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 議案第２２号 平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算 

  日程第 ２ 議案第２３号 平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               予算 

  日程第 ３ 議案第２４号 平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               予算 

  日程第 ４ 議案第２５号 平成２５年度上富田町特別会計奨学事業予算 

  日程第 ５ 議案第２６号 平成２５年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算 

  日程第 ６ 議案第２７号 平成２５年度上富田町特別会計公共下水道事業予算 

  日程第 ７ 議案第２８号 平成２５年度上富田町水道事業会計予算 

  日程第 ８ 議案第２９号 平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区予算 

  日程第 ９ 議案第３０号 平成２５年度西牟婁郡公平委員会予算 

  日程第１０ 議案第３１号 工事請負変更契約の締結について（平成２４年度  

               ２３年災 第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 

               山王農道災害復旧工事） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  本日もご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第１回上富田町議会定例会第

２日目を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

                                           

△日程第１ 議案第２２号～日程第１２ 議案第３１号 

○議長（大石哲雄） 

  この際、日程第１ 議案第２２号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算

の件から日程第１０ 議案第３１号、工事請負変更契約の締結について（平成２４年度 

２３年災 第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧事業 山王農道災害復旧工事）の件

まで１０件を一括議題といたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  おはようございます。 

  議案第２２号についてご説明申し上げます。 

  議案第２２号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計宅地造成事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億５５０万円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
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  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  諸収入２億５５０万円、歳入合計では２億５５０万円と定めてございます。 

  歳出でございます。 

  宅地造成費２億４００万円、公債費１５０万円、歳出合計では、２億５５０万円と定

めてございます。 

  ３ページの事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  諸収入、宅地造成事業収入、本年度３，９６９万９，０００円、町預金利子、１，０

００円、雑入としまして１億６，５８０万円。 

  計、２億５５０万円と定めてございます。 

  主なものとしましては、雑入としまして、高速道路の残土等の受け入れ料としまして

１億６，３８０万円を計上してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  宅地造成費、宅地造成事業費につきましては、本年度５，０６２万４，０００円と定

めてございます。主なものとしましては、工事請負費としまして後代分譲地内の取りつ

け道路等の工事費を計上してございます。また、公有財産購入費としまして、下鮎川の

児童館駐車場用地等の購入費として土地の購入費を計上してございます。面積としまし

ては約２００坪を予定してございます。 

  残土処理場の事業費でございます。１億５，３３７万６，０００円と定めてございま

す。 

  次のページをお願いいたします。 

  主なものとしましては、工事請負費としまして生馬残土処分場の池の浚渫、それから

敷きならし、締め固めの工事費等を計上してございます。 

  計としまして２億４００万円と定めてございます。 

  公債費につきましては、一時借入金利息としまして１５０万円を計上してございます。 

  ７ページから１０ページの給与費明細書につきましては、お目通しのほどよろしくお
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願いいたします。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、山本君。 

○総務政策課企画員（山本剛士） 

  おはようございます。 

  私からは、議案第２３号、第２４号についてご説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

  まず、議案第２３号、平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１２万５，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」でございます。 

  歳入。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入で２１２万５，０００円と定めてございます。 

  歳入合計といたしましては、２１２万５，０００円と定めてございます。 

  歳出。 

  第１款公債費、１項公債費で２１２万５，０００円と定めてございます。 

  歳出合計といたしましては、２１２万５，０００円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。こちらにつきましては、恐れ入りま

すがお目通しの方をよろしくお願いいたします。 

  次のページをお願いいたします。 

  ４ページでございます。 

  ２、歳入。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入、１目宅地取得資金貸付金元利収入につきましては、

２１２万５，０００円と定めてございます。 

  １節貸付金元利収入９８万１，０００円、こちらにつきましては、国費７件分、県費
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７件分で見込んでございます。 

  ２節貸付金利子収入１５万１，０００円、こちらにつきましても国費７件分、県費７

件分で見込んでございます。 

  ３節貸付金元金過年度収入８１万６，０００円、こちらにつきましては２０件分で見

込んでございます。 

  ４節貸付金利子過年度収入１７万７，０００円、こちらにつきましても２０件分で見

込んでございます。 

  次の町債につきましては、２５年度は見込んでございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３、歳出。 

  １款公債費、１項公債費、１目元金１７９万７，０００円、こちらにつきましては、

償還金、利子及び割引料といたしまして１７９万７，０００円を見込んでございます。

国費、県費それぞれの元金の償還金を見込んでございます。 

  ２目利子３２万８，０００円。償還金、利子及び割引料といたしまして３２万８，０

００円と定めてございます。これにつきましても国費、県費それぞれの利子の償還金を

見込んでございます。 

  公債費合計といたしましては、２１２万５，０００円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  この表は、地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

  左の方から１普通債、（３）地域改善、前々年度末現在高１，０９６万７，０００円、

これは平成２３年度末現在高でございます。前年度末現在高見込み額８５８万８，００

０円、平成２４年度末の見込み額でございます。当該年度中の元金償還見込み額１７９

万７，０００円、本年度中の元金の償還見込み額でございます。当該年度末の現在高見

込み額６７９万１，０００円、平成２５年度末の見込み額でございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第２４号についてご説明申し上げます。 

  議案第２４号、平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８５９万２，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」でございます。 

  歳入。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入で８５９万２，０００円と定めてございます。 

  歳入合計といたしまして、８５９万２，０００円と定めてございます。 

  歳出。 

  １款公債費、１項公債費で８５９万２，０００円と定めてございます。 

  歳出合計といたしまして、８５９万２，０００円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。こちらにつきましては、恐れ入りま

すがお目通しの方をお願いいたします。 

  次の４ページをお願いいたします。 

  ２、歳入。 

  １款諸収入、１項貸付金元利収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入につきましては、

８５９万２，０００円と定めてございます。 

  １節貸付金元利収入４８６万９，０００円、こちらにつきましては国費２０件分、県

費７件分で見込んでございます。 

  ２節貸付金利子収入７９万８，０００円、こちらにつきましても国費２０件分、県費

７件分で見込んでございます。 

  ３節貸付金元金過年度収入２３４万８，０００円、こちらにつきましては３６件分で

見込んでございます。 

  ４節貸付金利子過年度収入５７万７，０００円、こちらにつきましても３６件分で見

込んでございます。 

  次の町債につきましては、２５年度は見込んでございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３、歳出。 

  １款公債費、１項公債費、１目元金７２１万７，０００円、償還金、利子及び割引料

といたしまして７２１万７，０００円と定めてございます。これにつきましては、国費、

県費それぞれの元金の償還金を見込んでございます。 

  ２目利子、１３７万５，０００円、償還金、利子及び割引料といたしまして１３７万

５，０００円と定めてございます。国費、県費それぞれの利子の償還金を見込んでござ

います。 
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  公債費合計といたしまして、８５９万２，０００円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  この表は地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

  左の方から、１普通債、（３）地域改善、前々年度末現在高４，４５０万４，０００

円、２３年度末の現在高でございます。前年度末現在高見込み額３，４９１万３，００

０円、平成２４年度末の見込み額でございます。当該年度中の元金償還見込み額７２１

万７，０００円と定めてございます。当該年度末現在高見込み額２，７６９万６，００

０円、平成２５年度末見込み額でございます。 

  以上で議案第２３号と２４号のご説明を終わります。ご承認賜わりますよう、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  おはようございます。 

  議案第２５号をご説明申し上げます。 

  議案第２５号、平成２５年度上富田町特別会計奨学事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計奨学事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８４４万１，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款財産収入で２万円、２款繰入金で２５３万８，０００円、３款繰越金で１，００

０円、４款諸収入で５８８万２，０００円。 

  歳入合計で、８４４万１，０００円と定めております。 

  歳出では、１款総務費で８４４万１，０００円と定めております。 

  次の３ページの総括、歳入歳出予算事項別明細書につきましては、恐れ入りますがお

目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  まず、歳入でございます。 
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  １款財産収入、１項財産運用収入で２万円、２款繰入金、１項基金繰入金で２５３万

８，０００円、３款繰越金、１項繰越金で１，０００円、４款諸収入、１項延滞金、加

算金及び過料で１，０００円、２項町預金利子で１，０００円。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ３項貸付金元利収入で５８８万円と定めております。 

  次に歳出では、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で８４４万１，０００

円を措置しております。主なものは、奨学貸付金８４０万円でございます。なお、この

事業に係る対象者は、新規１２件、継続２６件、計３８件を予定してございます。 

  以上でございます。ご承認賜わりますようどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  上下水道課長、福田君。 

○上下水道課長（福田睦巳） 

  議案第２６号から議案第２８号についてご説明申し上げます。 

  議案第２６号、平成２５年度上富田町特別会計農業集落排水事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計農業集落排水事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８，３７６万７，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、２５１万２，０００円と定めています。 
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  使用料及び手数料４，４９４万１，０００円、繰入金１億３，６３０万６，０００円、

諸収入８，０００円。 

  歳入合計では、１億８，３７６万７，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  農業集落排水事業費、６，５９９万４，０００円と定めています。 

  公債費１億１，７７７万３，０００円。 

  歳出合計では、１億８，３７６万７，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  ４ページ、５ページの事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、農業集落排水事業負担金、２５１万２，０００円を計上しており

ます。新規加入負担金８件分を予定しております。 

  使用料及び手数料、農業集落排水使用料４，４９４万１，０００円、５地区分の使用

料を見込んでおります。 

  繰入金、一般会計繰入金１億３，６３０万６，０００円、諸収入、町預金利子１，０

００円、雑入７，０００円を計上しております。電柱の占用料金を見込んでおります。 

  ８ページをお願いします。 

  歳出です。 

  総務費８３８万９，０００円を計上しております。主なものにつきましては、職員１

名分の人件費で４６３万４，０００円、委託料として、夜間、休日の下水道管路及び処

理施設の故障等に対応するための委託料として２６０万円を措置しております。 

  施設維持管理費５，７６０万５，０００円を計上しております。主なものにつきまし

ては、５地区の処理場の光熱水費１，７８７万８，０００円、し尿浄化槽清掃手数料１，

２６５万円、処理施設管理委託料で１，７００万円、その他、５施設の処理場の維持管

理費に伴う所要経費を計上しております。 

  公債費、元金８，６５６万８，０００円、長期債償還金でございます。 

  利子３，１２０万５，０００円、長期債償還利子及び一時借入金利子でございます。 

  １１ページをお願いします。 

  １１ページから１４ページにつきましては、給与費明細書でございます。恐れ入りま

すがお目通しをお願いいたします。 

  １５ページをお願いします。 
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  地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 

  下水道事業債合計でご説明申し上げます。 

  下水道事業債、前々年度末現在高１８億４，２５５万円、前年度末現在高見込み額１

７億５，７５３万１，０００円、当該年度中起債見込み額０円でございます。当該年度

中元金償還見込み額８，６５６万７，０００円、当該年度末現在高見込み額１６億７，

０９６万４，０００円になる見込みでございます。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第２７号、平成２５年度上富田町特別会計公共下水道事業予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計公共下水道事業予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９，７７０万９，０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  地方債。 

  第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  一時借入金。 

  第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入です。 

  分担金及び負担金、７５６万２，０００円と定めています。 

  使用料及び手数料３，３２８万６，０００円、国庫支出金４，５００万円、県支出金

２０３万円、財産収入１３万円、繰入金１億３，０９９万９，０００円、繰越金２０万

円、諸収入２，０００円。 
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  次のページをお願いします。 

  町債７，８５０万円。 

  歳入合計では、２億９，７７０万９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  公共下水道事業費、１億８，９５２万６，０００円と定めています。 

  公債費１億８１８万３，０００円。 

  歳出合計では、２億９，７７０万９，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  「第２表 地方債」です。 

  起債の目的、公共下水道事業、限度額７，８５０万円。なお、起債の方法、利率、償

還の方法につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  次のページをお願いします。 

  ６ページ、７ページの事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願いします。 

  ８ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  分担金及び負担金、公共下水道事業受益者負担金７５６万２，０００円を計上してお

ります。これにつきましては、朝来地区の六前、六中の半期分と、現在、施工中の朝来

地区六前、六部、金屋と生馬本郷地区の受益者負担金を見込んでおります。 

  使用料及び手数料、公共下水道使用料３，３２８万６，０００円を計上しております。 

  国庫支出金、公共下水道事業費国庫補助金４，５００万円。 

  県支出金、公共下水道事業費県補助金２０３万円。 

  次のページをお願いします。 

  財産収入、利子及び配当金１３万円。 

  繰入金、一般会計繰入金１億２４６万９，０００円、下水道事業基金繰入金２，８５

３万円。 

  繰越金２０万円、諸収入、町預金利子で１，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  雑入で１，０００円、町債、公共下水道事業債７，８５０万円を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  歳出でございます。 

公共下水道事業費、１億５，６５１万８，０００円を計上しております。主なものにつき

ましては、職員２名分の人件費で１，３８９万５，０００円、委託料としまして、認可
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拡大３８ヘクタールの管渠の基本詳細設計費２，５００万円、工事請負費としまして１

億５００万円を計上しております。工事場所につきましては、朝来地区の上村橋から丹

田台方面の管路工事を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  施設維持管理費３，３００万８，０００円を計上しております。主なものにつきまし

ては、臨時職員１名分の賃金及び浄化センターの維持管理費として、処理施設監理委託

料及び汚泥処理業務委託料等所要の経費を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  公債費、元金６，９２６万１，０００円、長期債償還金でございます。 

  利子３，８９２万２，０００円、長期債償還利子及び一時借入金利子でございます。 

  次のページをお願いします。 

  １４ページから１７ページにつきましては、給与費明細書でございます。お目通しを

お願いします。 

  １８ページをお願いします。 

  地方債の現在高見込みに関する調書でございます。下水道事業債合計でご説明申し上

げます。 

  下水道事業債、前々年度末現在高２０億１，４９４万２，０００円、前年度末現在高

見込み額２０億１，７９０万２，０００円、当該年度中起債見込み額７，８５０万円、

当該年度中元金償還見込み額６，９２６万円、当該年度末現在高見込み額２０億２，７

１４万２，０００円になる見込みでございます。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第２８号、平成２５年度上富田町水道事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、平成２５年度上富田町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）給水戸数６，１５０戸、（２）総配水量７６６万５，０００立方メートル、

（３）１日平均配水量２万１，０００立方メートル、（４）配水設備改良費５，１８５

万７，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。 
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  第１款水道事業収益４億５，３００万円、第１項営業収益４億５，２３０万円、第２

項営業外収益７０万円。 

  支出。 

  第１款水道事業費用４億５，３００万円、第１項営業費用３億８，９４８万４，００

０円、第２項営業外費用６，３５１万６，０００円。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億９，４１４万２，０００円は、損

益勘定留保資金で補てんするものとする。 

  収入。 

  第２款水道事業資本的収入２，１３０万円、第１項工事負担金６００万円、第２項他

会計負担金３０万円、第３項企業債１，５００万円。 

  支出。 

  第２款水道事業資本的支出２億１，５４４万２，０００円、第１項建設改良費５，８

６０万７，０００円、第２項企業債償還金１億５，６８３万５，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  企業債。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

  起債の目的、第１浄水場耐震化整備事業、限度額１，５００万円、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  一時借入金。 

  第６条、一時借入金の限度額は、５億円と定める。 

  予定支出の各項の経費の金額の流用。 

  第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

  営業費用と営業外費用との相互の流用。 

  次のページをお願いします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

  第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

  職員給与費４，３５２万５，０００円。 
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  棚卸資産の購入限度額。 

  第９条、棚卸資産の購入限度額は１，５００万円と定める。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  ７ページをお願いします。 

  平成２５年度上富田町水道事業会計予算実施計画明細書でございます。 

  収益的収入及び支出。 

  収入。 

  水道事業収益、４億５，３００万円と定めております。 

  営業収益４億５，２３０万円、給水収益４億４，７００万円、水道料金としまして、

町内の水道料金３億１，７００万円、用水供給事業として、田辺市からの水道料金１億

３，０００万円を見込んでおります。 

  受託給水工事収益１０万円。 

  その他の営業収益５２０万円、材料売却収益として、メーターボックス、止水栓、材

料売却収益で１００万円、手数料として、給水開始、中止等手数料で１１０万円、分担

金として、水道加入負担金で３１０万円を計上しております。 

  営業外収益７０万円、受取利息及び配当金で１万円、雑収益６９万円、こちらにつき

ましては、土地貸付料等でございます。 

  次のページをお願いします。 

  支出。 

  水道事業費用、４億５，３００万円を措置しております。 

  営業費用３億８，９４８万４，０００円、原水及び浄水費１億３，５５０万３，００

０円、主なものにつきましては、職員１名分の人件費で７３９万円、通信運搬費、基本

回線専用料で１７３万円、委託料、電気保安業務費及び夜警等委託費で７２７万５，０

００円。 

  次のページをお願いします。 

  修繕費、ポンプ、水位計等修理費で５，６００万円、動力費、浄水場２カ所の電気料

金で５，７００万円を計上しております。 

  配水及び給水費８，４８９万５，０００円。主なものにつきましては、職員２名分の

人件費で１，６８２万７，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  修繕費、配水管等修繕費で５，０００万円、動力費、配水池、受水池の電気料金で１，

０７０万円を計上しております。 

  受託給水工事費１０万円。 
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  業務費３，５２６万９，０００円、主なものにつきましては、職員２名分の人件費で

９９３万５，０００円。賃金、臨時職員１名分で１６０万３，０００円。 

  次のページをお願いします。 

  委託料、検針員２名分の委託料と、公営企業会計制度の改正に伴う固定資産調査等委

託料で１，１９７万円を計上しております。 

  総係費１，５２８万７，０００円、主なものにつきましては、職員１名分の人件費で

９２２万円。負担金、富田川治水組合負担金で４１９万７，０００円を計上しておりま

す。 

  減価償却費１億１，１４０万円、こちらにつきましては、有形固定資産減価償却費で

ございます。 

  次のページをお願いします。 

  資産減耗費５０３万円、こちらは固定資産除却費及び棚卸資産減耗費でございます。 

  その他の営業費用２００万円、材料売却原価でございます。 

  営業外費用６，３５１万６，０００円。支払い利息及び企業債取り扱い諸費４，５５

１万１，０００円、企業債利息及び一時借入金利息でございます。 

  消費税１，８００万円、雑支出５，０００円を計上しております。 

  次のページをお願いします。 

  資本的収入及び支出。 

  収入。 

  水道事業資本的収入、２，１３０万と定めております。 

  工事負担金６００万円、宅地造成に伴う特別加入負担金を見込んでおります。 

  他会計負担金３０万円、一般会計からの消火栓設置による負担金を見込んでおります。 

  企業債１，５００万円、第１浄水場の耐震改修設計委託に伴う企業債を措置しており

ます。 

  次のページをお願いします。 

  支出。 

  水道事業資本的支出、２億１，５４４万２，０００円を措置しております。 

  建設改良費５，８６０万７，０００円。配水設備改良費５，１８５万７，０００円、

主なものにつきましては、委託料１，８７０万円、こちらにつきましては、第１浄水場

耐震改修設計委託料、高速道路関連に伴う水道管布設替えの設計委託料でございます。 

  工事請負費２，５００万円、これにつきましては高速道路の関連で、水道本管布設替

え工事と第１浄水場の５号取水井戸改修等用地の造成工事を見込んでおります。 

  土地購入費７００万７，０００円、今回、第１浄水場の５号取水井戸の改修、修繕等
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に必要な用地購入を予定しております。５号取水井戸につきましては、第１浄水場の北

側に位置しており敷地面積が１１平方メートルと狭く、改修修繕に必要な敷地として隣

接地を購入する予定であります。所在地は生馬字両新田４９２番地の１、地目は田、面

積は３１１平方メートルでございます。 

  営業設備費２７０万円、量水器の購入で２７０万円を措置しております。 

  固定資産費４０５万円、新公営企業会計制度に対応するシステムの構築、購入費でご

ざいます。 

  企業債償還金１億５，６８３万５，０００円を措置しております。 

  次のページをお願いします。 

  平成２５年度上富田町水道事業会計予算資金計画書でございます。合計金額でご説明

させていただきます。 

  受入資金では、前年度決算見込み額合計で１０億３，２５３万９，３１７円を見込ん

でおります。 

  １６ページの支払資金では、前年度決算見込み額合計で６億２，９６２万４，１５３

円を見込んでおり、差し引き４億２９１万５，１６４円、これにつきましては２５年度

へ繰り越しする見込みであります。 

  １５ページの受入資金の当年度予定額の合計で８億８，４７６万５，１６４円を見込

んでおります。 

  １６ページの支払資金の当年度予定額の合計で５億６，１２９万７，０００円を見込

んでおり、差し引き３億２，３４６万８，１６４円を予定しております。 

  １７ページをお願いします。 

  １７ページから２１ページにつきましては、給与費明細書でございます。お目通しの

ほどよろしくお願い申し上げます。 

  ２２ページをお願いします。 

  平成２４年度上富田町水道事業予定損益計算書でございます。こちらにつきましては、

合計金額でご説明させていただきます。 

  １、営業収益４億１，７１８万６，０００円、２、営業費用３億１，５９８万４，０

００円、営業利益として１０億１２０万２，０００円を予定しております。 

  ３、営業外収益８０万円、４、営業外費用５，４５０万１，０００円、計上利益４，

７５０万１，０００円。 

  当年度純利益として４，７５０万１，０００円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  平成２４年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。これにつきましても、
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合計金額でご説明させていただきます。 

  資産の部。 

  １、固定資産、固定資産合計で３０億１，６７６万６，１３５円、２、流動資産、流

動資産合計４億７，６４９万５，１６４円。 

  資産合計では、３４億９，３２６万１，２９９円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  負債の部。 

  ３、流動負債、流動負債合計２，２８０万円、負債合計では、同額の２，２８０万円。 

  資本の部。 

  ４、資本金、資本金合計１５億６，０１０万１，１５８円。 

  ５、剰余金、次のページをお願いします。 

  剰余金合計１９億１，０３６万１４１円。 

  資本合計３４億７，０４６万１，２９９円、負債資本合計では、３４億９，３２６万

１，２９９円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  平成２５年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。合計金額でご説明させ

ていただきます。 

  資産の部。 

  １、固定資産、固定資産合計２９億８，０４５万８，１３５円。 

  ２、流動資産、流動資産合計３億９，６９６万８，１６４円。 

  資産合計では、３３億７，７４２万６，２９９円を予定しております。 

  次のページをお願いします。 

  負債の部。 

  ３、流動負債、流動負債合計１，２８０万円。負債合計では同額の１，２８０万円。 

  資本の部。 

  ４、資本金、資本金合計１４億１，８２６万６，１５８円。 

  ５、剰余金、次のページをお願いします。 

  剰余金合計１９億４，６３６万１４１円、資本金合計３３億６，４６２万６，２９９

円、負債資本合計では、３３億７，７４２万６，２９９円を予定しております。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、菅谷君。 
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○産業建設課企画員（菅谷雄二） 

  私の方からは、議案第２９号をご説明させていただきます。 

  議案第２９号、平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区予算。 

  平成２５年度上富田町の特別会計朝来財産区予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４７７万３，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２５年３月７日提出、朝来財産区管理者、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。２ページです。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入。 

  １款財産収入４２３万７，０００円、２款寄付金５２万５，０００円、３款繰越金１

万円、４款諸収入、預金利子としまして１，０００円とし、歳入合計、４７７万３，０

００円と定めております。 

  歳出。 

  １款委員会費１０８万２，０００円、２款総務費３６９万１，０００円、歳出合計、

４７７万３，０００円と定めております。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  次のページをお願いいたします。４ページです。 

  ２、歳入。 

  １款財産収入、１目財産貸付収入、主なものとしましては、スポーツセンターへの土

地の貸付料３８０万円となっております。４１６万２，０００円としてございます。２

目利子及び配当金７万５，０００円とし、計で４２３万７，０００円と定めております。 

  ２款寄付金、１目指定寄付金、５２万５，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  ３款繰越金、１目繰越金、１万円と定めております。 

  ４款諸収入、１目預金利子、１，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。６ページです。 

  ３、歳出。 

  １款委員会費、１目管理委員会費１０８万２，０００円と定めております。主なもの

といたしましては、１節報酬８７万６，０００円となっております。 
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  次のページをお願いします。 

  ２款総務費、１目一般管理費３６９万１，０００円。主なものといたしましては、１

５節工事請負費５０万、これにつきましては、不法投棄の防止用フェンス等の設置工事

費の５０万としてございます。２５節積立金１５０万円、２６節で寄付金１２０万円と

しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  給与費明細書等につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  以上で説明を終わります。 

  以上、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  総務政策課企画員、森岡君。 

○総務政策課企画員（森岡真輝） 

  おはようございます。 

  私からは、議案第３０号についてご説明申し上げます。 

  議案第３０号、平成２５年度西牟婁郡公平委員会予算。 

  平成２５年度西牟婁郡公平委員会の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３０万５，０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算」。 

  歳入でございます。 

  １款賦課金１２８万４，０００円、２款繰越金２万円、３款諸収入１，０００円。 

  歳入合計、１３０万５，０００円と定めてございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款委員会費８５万３，０００円、２款総務費４３万２，０００円、３款予備費２万

円。 

  歳出合計、１３０万５，０００円と定めてございます。 

  次ページをお願いします。 

  ４ページの歳入歳出予算事項別明細書については、恐れ入りますがお目通しのほどよ
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ろしくお願いします。 

  ５ページをお願いします。 

  ２の歳入でございます。 

  １款賦課金につきましては、西牟婁郡内３町及び７つの一部事務組合から賦課金で１

２８万４，０００円と定めてございます。 

  ２款繰越金につきましては、前年度繰越金２万円と定めてございます。 

  ６ページをお願いします。 

  ３款諸収入につきましては、預金利子として１，０００円と定めてございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  ３の歳出でございます。 

  １款委員会費につきましては、委員３名分の報酬と委員の費用弁償等で、計８５万３，

０００円と定めてございます。 

  また、２款総務費では、事務局職員の旅費２８万円と、８ページをお願いいたします。 

  全国公平委員会連合会等への負担金５万９，０００円等で、計４３万２，０００円と

定めてございます。 

  ３款予備費につきましては、２万円と定めてございます。 

  ９ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお

願いいたします。 

  以上で提案説明とさせていただきますので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、植本君。 

○産業建設課長（植本敏雄） 

  議案第３１号につきましてご説明申し上げます。 

  議案第３１号、工事請負変更契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき、契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に

基づき、平成２４年９月１２日契約に係る平成２４年度 ２３年災 第３３９－５１１号 

農業用施設災害復旧事業 山王農道災害復旧工事について、下記のとおり請負変更契約

を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２４年度 ２３年災 第３３９－５１１号 農業用施設災害復旧

事業 山王農道災害復旧工事。 

  ２．契約金額 変更前、９，６３５万７，４５０円、変更後、９，１２８万７，００
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０円。５０７万４５０円の減額となってございます。 

  ３．契約の相手方 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬５６７－１、株式会社後工務店、

代表取締役後 雅雄。 

  平成２５年３月７日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては、山王潜水橋の災害復旧工事でありまして、上部工としまして

橋けたの９径間、延長９２．３４メーターを施工するものでございます。 

  １２月定例議会におきまして矢板打ち込みに伴います工法変更のご承認をいただき、

工事を進めているところでございます。 

  山王橋は昔から「赤橋」と呼ばれていて、その赤く塗装されている橋けたの側面の鋼

板部分が、今回の変更箇所となってございます。 

  今回、橋げたの復旧に伴い、鋼材の溶接箇所を１径間あたり１３２カ所の、延長１７

９．３メーターを計上しておりましたが、けた制作時の施工方法により、溶接箇所を減

少することができたことによります減額及び仮設建設機械機種変更に伴う減額となって

ございます。 

  次のページに、参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。仮契

約書の最後の条項に、議会の議決を得た後、本契約とするとなってございます。 

  どうかご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

                                           

△延  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございません

か。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  次回は３月１５日午前９時３０分となっておりますので、ご参集願います。ありがと

うございました。 

延会 午前１０時２９分 


